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第三者評価機関名 特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター 

①施設・事業所情報

■名称 社会福祉法人海風会 グループホーム「慧（あかり）」 

■種別 共同生活援助（障害者グループホーム） 

■代表者氏名 米村 拡明 

■定員（利用人数） 6 名 

■所在地 〒238-0311 横須賀市大田和 2-3-18 

■TEL 046-876-6611 

■ホームページ Kaifukai.or.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

■開設年月日 2008 年 2月 1日 

■経営法人・設置主体 社会福祉法人海風会 

■職員数（常勤） 6名 

■職員数（非常勤） 14名 

■専門職員（名称別） ・管理者 1 人 

・サービス管理責任者 1 人 

・介護福祉士 2 人 

■施設設備の概要 ・居室数 6 室 

・設備等 
キッチン、リビング、浴室 1、トイレ２、
洗面所など 

②理念・基本方針
＜理念＞ 
① 地域福祉の拠点を担い地域社会に貢献し、共生社会の実現をめざしてまいります。
② 利用者の尊厳を守り「愛情・誠意・忍耐」を実践してまいります。

＜行動指針＞ 
①あおぞらプランを遵守し、利用者の個性を大切に、自らの将来が描ける温かみのある丁寧な支援に取組
みます。 

施設・事業所情報 
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②利用者・職員の健康と安全に留意し、医療ケアの充実につとめ、生活支援・人材育成のプログラム開発
につとめます。 
③組織のガバナンス（統治機構）を確立し、事業・財務の透明化と公益事業への取組を積極化してまいり
ます。 
④後援会・保護者会並びに地域社会に感謝し、一層の支援体制の構築を図ります。

② 施設・事業所の特徴的な取組
グループホーム「慧」は、社会福祉法人海風会が運営するホームの一つとして、2007年 11 月の開設以降、
地域に根差し、十数年に亘って利用者の地域生活を支えています。 
ホームは定員 6 名の女性専用で、様々な障害特性や生活課題のある利用者を柔軟に受け入れ、その人らし
い暮らしの実現に向けた支援を行っています。 
法人としてこれまで 9か所のグループホームを運営していましたが、建物の老朽化や、昨今の気候変動に
伴い災害警戒区域の対象となったホーム 2 か所を 2023 年に統合し、現在は 6 か所のホームを運営してい
ます。ホーム周辺には系列の福祉施設や他ホームがあるほか、近隣の高齢者施設や地域住民との交流にも
注力し、組織全体及び地域との連携を通じて、利用者が安心・安全な地域生活を送ることができるよう努
めています。 

④第三者評価の受審状況

■評価実施期間 2024年 7月 11日 （契約日）～ 2024年 11月 26 日 （評価結果確定日） 

■受審回数（前回の受審時期）   0回（    年度） 

【特徴や今後期待される点】 
◆利用者一人ひとりを大切にした個別支援を実践しています 
ホームでは、法人系列の入所施設をはじめ、広く地域の関係機関から、様々な障害特性や生活課題のある
利用者の受け入れを積極的に行っています。利用者の半数以上が障害支援区分 5～６の重度障害で、年齢
も 40代から 70代と幅広く、機能低下に伴う身体介助や、行動障害など対応に配慮を要する利用者のほか、
明確な意思表示の苦手な利用者も複数在籍しています。職員は、表情やしぐさ、口の動き、瞬きなど、些
細な変化や行動傾向にも着目し、各々の利用者の意向把握に努めるとともに、散歩や運動等の筋力強化や
食器の片づけ、衣類たたみなど、身辺の自立に向けた支援を行っています。また、趣味や余暇活動を尊重
し、体操教室など外部の活動への参加に合わせて食事等の生活時間をずらして対応するなど、個人の生活
の時間軸を大切にした支援を心がけています。食事についても、納入業者の食材に加え、副菜やデザート
に旬の食材やフルーツを随時調達して提供する等、家庭的で暖かな雰囲気づくりに配慮しています。 

◆利用者の障害特性に配慮した、安全で快適な居住環境を整備しています 
ホームの建物は家庭的な雰囲気を尊重し、キッチンやリビング、トイレ、浴室のほか、１階に 2室、2階
に 4室の個室を設け、各々の希望や心身の機能や状況等に合わせて提供しています。設計段階から職員が
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関わり、高齢化や障害の重度化等を想定して予め廊下幅やトイレ、居室等の面積を設置基準以上の広さで
確保するなど、支援のしやすさと快適性を重視した構造としています。 
換気や採光に配慮し、職員が毎日清掃を行い、築 17 年を経た現在も清潔さを保っています。また、災害
対策として 2024年度は IH 式の調理機器を導入しています。 
女性専用ホームとして完全同性介助を実施するとともに、夕方の時間帯に必ず職員を 2名配置し、安全面
にも留意しています。そのほか、音に対する過敏さへの対応として空室を 1 室確保し、遮音やクールダウ
ンスペースとして活用するなど、利用者の障害特性に即した工夫も行っています。 

◆法人の理念・行動指針に基づき、広く社会貢献に努めています 
法人理念に「地域社会への貢献」「共生社会の実現を目指す」ことを掲げるとともに、行動指針にも「公
益事業への積極的な取り組み」と「地域社会への感謝と一層の支援体制の構築」を明文化しています。理
念・行動指針は「海風ビジョン」として文書化し、法人として社会福祉に貢献する姿勢を明示して、職員
間で認識共有に努めています。また、法人事業としてグループホームのほか、施設入所や日中活動支援、
居宅支援など、障害児者を支えるための様々な事業を展開し、地域福祉の充実化にも尽力しています。 
また、能登半島地震被災地支援活動に参加し、2024 年 6 月・10 月の 2回に亘ってホームから職員を現地
に派遣するなど、可能な限り社会貢献活動に努めています。 

◆利用者の地域生活への移行とともに、さらなる社会参加に向けた取り組みが期待されます 
ホームでは、入所施設等から積極的に利用者を受け入れ、一人ひとりの個別性に配慮した支援の実践に努
めていますが、重度の障害や複雑な生活課題を抱えるケースが多く、単身生活等の地域移行を実現した事
例はない状態です。現在、他のホームの事例を通じて法人内で情報を共有し、組織全体で地域移行に向け
た取り組みを始めていることから、今後は得られたノウハウを活かす等、利用者の希望する地域生活の実
現に向けた新たな取組が期待されます。 
また、利用者の希望を尊重し、法人外の通所サービスや地域の活動等への参加を推奨するほか、可能な限
り職員が同伴し外出や個別活動をサポートしていますが、職員の人員不足や高齢化等の状況から、活動の
機会が減少しています。利用者からのヒアリングでも、活動機会の増加を望む意見が聞かれました。利用
者の望む地域生活の実現に向け、社会参加のあり方を検証する等、さらなる取組が期待されます。 

 共同生活援助の事業としては、不備な点が多くあると懸念していましたが、入居者評価や今後の希望を
聞くことが一番の財産になりました。また、契約スタッフを中心とした支援者が、自己点検を行いつつ、
働く事業所への反省点や展望を具体的に示してくれたことは、事業継続を前衛的に意識できる指標にな 
ったと思っています。 
 小規模なホームとして、近所のお付き合いや理解の共有など、共に生きる社会を創出していく中で、主
体的な取り組みに気づかされることも多くありました。今後、自己努力として課題意識を持ち、運営基盤
の強さが持てるよう、事業展開を図りたいと考えます。 
 そして、安心して暮らしていかれる入居者のためのホームを維持させていきたいと心新たにしました。
何度も足を運んでくださった、評価機関のスタッフの皆様には、ご丁寧な対応に感謝申し上げます。 

  慧スタッフ一同 

第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 
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第三者評価結果と評価機関からのコメント 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

1 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

法人の理念・行動指針を記載した「海風ビジョン」

を各ホームに掲示し、職員誰もが確認できるように

しています。法人の理念・行動指針は、入職時に説

明するとともに、全職員が参加する年 2回のグルー

プホームセンター全体職員会議でも周知していま

す。 

毎月の常勤会議や隔月のグループホーム会

議など、個別事例を通じて理念に沿った支

援がなされているか確認していますが、理

念そのものを説明する機会が少ないほか、

非常勤職員の割合も高く、ホームとして十

分な理解浸透を図ることが課題と捉えてい

ます。定期的に理念・行動指針を確認し、認

識の共有化に向け摺合せを行うことが期待

されます。 

2 

（Ⅰ-2 経営状況の把握） 

法人各事業所長による月 2 回の事務局会議で社会

福祉事業を取り巻く動向や各種福祉計画、福祉サー

ビスのニーズなどの経営環境について共有し、分析

しています。また、コスト分析や職員体制、福祉サ

ービスの内容などの経営課題についても共有し、話

し合っています。人材育成や中堅・幹部の育成、大

規模修繕などの中長期的な課題については同じメ

ンバーによる中長期会議で検討し、理事会に報告し

ています。主な検討内容は常勤会議で職員に周知し

ています。 

経営状況を検討する仕組みが確立してお

り、幹部職員間で課題が共有なされていま

す。法人では、特に虐待防止には力を入れ

ており、年 3 回全職員を対象に虐待防止研

修を実施し、グループワークで事例検討す

るなどの取組を行っています。 

3 

（Ⅰ-3 事業計画の策定） 

中長期計画に基づき、事務局会議、中長期会議で議

論して各年度の重点目標を設定するほか、法人の年

度事業計画を基に、グループホームセンターとして

事業計画を策定しています。事業計画の内容は、重

点目標及び実施計画、消防・防災計画等の内容を記

載し、事務局会議、中長期会議で進捗状況を確認し、

定期的に評価しています。 

計画策定にあたっては、常勤会議で出た職員の意見

を反映する等、常勤職員間で共有化を図っていま

す。 

計画の内容は、利用者の生活面を重視する

観点から、具体的な指標等は設定していま

せん。 

グループホームセンターの各会議を通じ

て、常勤職員間で共有化していますが、非

常勤職員に対しては、全体会議での重点目

標の説明及び回覧による周知となっていま

す。組織全体で計画内容の認識共有を図る

ためのさらなる取組が期待されます。 

4 

（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

グループホームセンターで開催する常勤会議を通

じて、ホーム全体の運営に係る課題を協議し、支援

の質の向上に取り組んでいます。 

個別のケースに関する支援内容については、グルー

プホーム会議で検討し、実務に反映しています。 

サービスの質向上を目指し、常勤会議やグ

ループホーム会議を通じて、支援のあり方

を話し合い、改善に向けた協議を行ってい

ますが、一定の評価基準や、客観的な視点

を用いた自己評価は実施していません。定

期的な自己評価を実施するとともに、評価

結果に基づいて質向上を図る取組が期待さ

れます。 
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Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

5 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

全職員に対し、年度当初の全体会議で当該年度の重

点目標について説明し、事業のあらましを伝えてい

ます。会議に参加しなかった職員には会議録を回覧

しています。 

年度当初に開催する全体研修を通じて、管

理者から全職員に対し守秘義務及び個人情

報保護、権利擁護、虐待防止等について説

明し、周知しています。 

管理者の役割と責任は、組織図に基づいて

各職員に伝達し、掲示するとともに、ホー

ムページや SNS 等にも掲載して周知してい

ます。 

6 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

人事考課規程に人事基準を明確化し、職員に周知し

ています。全職員を対象に「目標・成果シート」を

用いて年 3回面談をし、目標設定と達成度の評価を

しています。面談では職員の意向を聴取し、適宜実

務に反映しています。 

主に常勤職員を対象に、研修要項や研修体系図を掲

示し、職務や経験に応じた研修の受講を進めていま

す。 

非常勤職員との定期面談を実施し、職員の意向や家

庭の状況等を聴取して働きやすい職場づくりに努

めるほか、ライフ・ワーク・バランスにも配慮した

勤務編成を行っています。 

法人のホームページに採用情報を掲載する

等、積極的な採用活動を展開するとともに、

材育成に連動した職務分掌の見直しなど、

法人組織全体で総合的な福祉人材の確保・

育成・定着に向けた取組を始めています。 

一方、ホームにおいては、非常勤職員の病

欠等により常勤職員の業務負担が増大し、

課題となっています。 
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（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

法人のホームページに情報公開ページを設け、現況

報告書や財務諸表のほか、系列事業所の自己評価結

果、当該年度の処遇改善加算計画書等を掲載して、

事業運営の透明性確保に努めています。 

入所施設やグループホームなど、障害者支援の現場

が密室化しやすいことに鑑み、ホームでは風通しの

良い環境作りに努めています。近隣住民にも働きか

けを行い、障害の理解とともに共助の関係作りに努

めています。職員間でのコミュニケーションを密に

し、情報共有を図っています。 

法人のホームページを通じて、情報の公開

に努めていますが、各年度の事業計画書及

び事業報告書、苦情とその対応などについ

て公表は行っていません。 

今後さらなる積極的な情報公開の取組が期

待されます。 

8 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

法人理念に「地域福祉の拠点として地域社会に貢献

し共生社会の実現を目指す」ことを明示していま

す。横須賀三浦地区の施設協議会、横須賀市グルー

プホーム連絡会などに参加し、地域の福祉ニーズを

把握しています。自治会長との交流をはじめ、地域

住民でもある非常勤職員からも様々な情報を得て

います。 

横須賀市の福祉避難所でもある法人系列の入所施

設が近隣に所在し、有事の支援を受けられる体制を

整備しています。 

ホームにおいても、利用者及び職員用 3日分の災害

備蓄のほか、近隣住民の受け入れを想定し、若干の

ホームは利用者の地域生活の場として、地

域住民とお互いに助け合える関係作りに努

めています。近隣の商店や飲食店のほか、

図書館等の公共施設を利用する等、日常生

活を通じて地域との交流を行っています。

また、法人外の日中活動事業所や、体操教

室など地域の活動への参加も推奨していま

す。 

コロナ禍以前は、近隣の高齢者施設の行事

等に参加するなど、定期的に地域との交流

を行っていましたが、現在は活動を休止し

ています。 

5



余剰備蓄を確保しています。また、神奈川県知的障

害者施設協会を通じて、石川県能登地震の被災地応

援支援に職員を派遣しています。 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

9 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

入職時の研修で利用者主体の姿勢について周知

するとともに、全体研修でも神奈川県知的障害施

設団体連合会が掲げる障害者の権利擁護宣言「あ

おぞらプラン」や、法人の職員倫理要綱を中心に

人権研修を実施し、利用者主体の支援について確

認しています。利用者のプライバシーにも配慮

し、入浴や排泄などは同性介助を徹底していま

す。 

職員は常勤会議やグループホーム会議で、

利用者の呼称など具体的な事例を挙げて、

話し合い、利用者の人権尊重に努めていま

す。 

利用者のプライバシーに配慮し、居室は施

錠が可能となっているほか、相談など個別

の会話は他の利用者に聞こえないよう、居

室で行うようにしています。職員間でも利

用者が近くにいる時には他の利用者の会話

をしないよう配慮しています。 

10 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定）） 

ホームページ、パンフレットでホームの情報を利

用希望者等に情報提供しています。また、横須賀

市にホームの空き情報を提供しています。 

利用希望者等からの問い合わせは随時対応し、見

学や体験入所も受け入れています。利用開始時に

は、重要事項説明書と契約書を用いて、利用者、

家族等に説明し、同意を得ています。 

入所にあたっては、1か月間の体験利用を経

て利用者の意思を再確認し、正式入所をし

てもらっています。体験利用中は職員皆で

利用者の様子を観察して情報収集し、利用

者の不安が解消するように支援していま

す。高齢化に伴い、介護施設等に入所する

利用者に対しては、入所先の施設と引き継

ぎをし、様子を見に行ったり相談に応じる

等の支援を行っています。 

11 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

利用者に向けてのアンケートなどは実施してい

ませんが、職員は利用者との日常会話の中からや

りたいことや食事などの利用者の意向や満足度

を把握しています。把握した利用者の意向は会議

などで共有し、対応について話し合っています。 

職員との個別の会話のほか、話し合える利

用者には、職員が間に入って利用者同士の

話を仲介し、お風呂の順番や起床時間、生

活上の約束事を決めるなどしています。 

12 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

要望・苦情等申立先を重要事項説明書に掲載し、

入所時に本人・家族等に説明しています。ホーム

のリビングにも掲示しています。外部の相談口と

して横須賀市の窓口とかながわ福祉サービス運

営適正化委員会を紹介しています。相談・苦情解

決規程を整備しています。寄せられた相談・苦情

は事務局会議で検討し、対応を行う体制を整備し

ています。 

利用者の障害特性等に鑑み、意見箱は設置

していませんが、職員は日々の支援の中で、

利用者の様子を観察し、利用者の意見や要

望を聴取しています。聞き取りは利用者の

プライバシーに配慮し、各々の居室で行っ

ています。 

6



13 

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

法人として、事故対応や感染症対応などの各種マ

ニュアルを整備し、緊急時の対応について職員に

説明しています。誤薬、転倒時の対応などを想定

した研修も実施しています。事務局会議や衛生委

員会の中で、安心・安全なサービスの実施に向け

て取り組んでいます。 

事業継続計画（BCP)を策定し、各事業所に配置す

るとともに、会議で職員に説明し周知していま

す。ホームの協力施設として、法人の入所施設が

近隣に所在し、有事の支援を受けられる体制を整

えています。 

ホームでは、事故は事故報告書に記載し、

職員間で共有し、対策について検討してい

ます。また、日々の支援の中でよかった事

例を「二コリほっと」として日誌に記載し

ています。 

一方、ヒヤリハット事例の記録は行ってい

ません。安心・安全な支援に向け、今後はヒ

ヤリハット事例を収集し、分析していくこ

とが期待されます。 

防災対策として、2024 年度に IH 調理機器

を導入し、被災時の停電にも備えてプロパ

ンガスの調理機器も準備しています。年 2

回利用者参加による防災訓練を実施し、津

波を想定した避難訓練も行っています。災

害用の備蓄を行うほか、衛星電話による通

信体制も整備しています。 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

14 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

法人として、事故対応、感染症対策、虐待防止な

どの各種マニュアルを整備しています。 

各マニュアルは必要に応じて見直しています。虐

待防止、個人情報など主なものについては、入職

時に説明するとともに、全職員が参加する全体研

修で周知しています。 

より家庭的な生活環境の提供に配慮し、標

準的な業務マニュアルは作成せず、OJTを通

じて常勤職員が業務指導を行っています。

利用者の個別の配慮事項は個別支援計画書

に基づいて実施し、利用者の状況に応じて

柔軟に見直しをしています。 

夕方の時間帯は職員を 2 名配置し、利用者

の安全確保とともに、業務を相互に確認し

たり、相談し合うことができるよう工夫し

ています。 

15 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

アセスメントシートを用いて、担当職員が、食事

や排泄、身体状況、ADL などについてアセスメン

トしています。日々の利用者の様子はケース記録

に記録しています。これらの情報を基に、支援担

当、サービス管理責任者、本人が参加して担当者

会議を行い、個別支援計画を策定しています。計

画策定にあたっては、家族等の意向を聞いていま

す。また、相談支援事業所、日中活動事業所など

からも情報を得ています。策定された計画は本人

に説明し、同意を得ています。計画は６ヶ月ごと

にモニタリングをし、見直しています。 

生活面のアセスメントを通じて、利用者の

生活に関する意向の把握に努めるほか、入

居前の生活の継続性などにも配慮した支援

の実践に努めています。 

ホームでは、担当による面談だけでなく、

日々の関わりの中から本人の意向を把握

し、計画に反映しています。

7



16 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

アセスメントシート、個別支援計画、ケース記録

等の記録は個別にファイルし、職員間で共有して

います。新任職員に対しては、記録の書き方につ

いての法人研修を実施するとともに、先輩職員に

よる OJTの中で指導しています。 

法人の個人情報保護規程を整備し、入職時に説明

するとともに、毎年の全体研修でも確認していま

す。利用者に関する書類は施錠可能なキャビネッ

トに保管しています。利用者・家族等に対しても、

入所時に説明しています。 

事務所だけでなくホームにも個人ファイル

を設置し、職員が必要時には確認できるよ

うにしています。毎月の常勤会議、隔月の

ホーム会議を実施し、各利用者の情報を共

有しています。 

非常勤職員が多く、短時間勤務など多様な

働き方の職員がいることから、日誌等の記

録、会議録等の回覧、連絡ノート、スマート

ホンを活用した情報共有アプリなど、様々

な方法を用いて情報共有を図っています。 

一方、組織全体の ICT 化については今後の

課題となっています。 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価 A－１－（１）、（２）） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

17 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

法人の基本理念や行動指針に「利用者の尊厳と権

利を擁護し、個性を大切にすること」等を掲げ、

利用者の意思を尊重した支援の実践に努めてい

ます。ことばだけでなく表情やしぐさ、日常の関

わりなどを通じて、より正確な意向の把握と支援

内容への反映に留意しています。 

ことばによる意志表示が難しい場合は、画

像を用いて選択肢を示す等、利用者が意思

表示しやすい工夫を行い、正確な意向の把

握に努めています。また、情報の量や伝え

方を工夫して、判断のしやすさや安心感に

配慮するとともに、褒める・感謝を示す等、

意見を表明しやすい関わりを行っていま

す。 

18 

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等） 

神奈川県知的障害施設団体連合会が掲げる障害

者の権利擁護宣言「あおぞらプラン」とともに、

法人の理念・行動指針として利用者の人権尊重と

権利擁護の方針を明文化した「海風ビジョン」を

掲げ、組織全体で意識の共有化に努めています。 

「虐待防止対応規程」を定め、発生防止と迅速な

対応を行うための体制を整備しています。 

法人の全職員を対象に虐待防止研修を年 3

回行い、セルフチェックリストで支援内容

を確認しています。会議や事例検討で権利

擁護のあり方を協議し、2024 年度は職員の

提案を基に「呼称」を強化項目に掲げ、ホー

ム全体で接遇改善と意識向上に取り組んで

います。 

Ａ-２ 生活支援（内容評価 A－２－（１）～（８）） 

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

19 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

利用者の自立と安定した生活の維持・継続に向

け、個別支援計画に基づき、利用者の障害特性や

個別の課題に応じた支援を行っています。 

日中活動や趣味、余暇の過ごし方等は利用者本人

の希望を尊重し、利用者のスケジュールに合わせ

て食事時間を変更するなど、個々の生活の時間軸

掃除や洗濯、片付けなどの身辺の管理は見

守りの姿勢を基本に、職員が一緒に行い手

順を示すなど、利用者が徐々に自分で行う

ことができるよう配慮しています。また、

お礼や感謝を伝える・褒めるなど、利用者

の自己肯定感や意欲を高めるための関わり

8



を大切にした支援に努めています。 にも留意しています。 

20 

（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

食事は宅配業者が納入するミールキットを活用

し、ホームのキッチンで職員が調理して提供して

います。また、旬の食材やフルーツ等を随時調達

し、副菜として提供する等、家庭的で季節感のあ

る食事提供に努めています。利用者の体調や心身

機能等に配慮し、お粥や刻みなどの個別対応も行

っています。 

ホームは女性専用で、入浴や排泄は完全同性介助

を実施するほか、夕方の時間帯は必ず職員を 2名

配置し、安全性にも留意しています。 

食事の際は、利用者の身体機能や障害特性

に配慮し、会話を楽しみながらも落ち着い

て食事がとれる雰囲気づくりに配慮してい

ます。また、スプーンでも食べやすい盛り

付けや、立ち上がりやすい椅子を用いるな

ど、個々の状態に応じた工夫を取り入れて

います。 

シャンプーやボディソープは個人の希望を

反映できるほか、利用者の希望に基づき、

泡タイプの洗顔料を導入するなど、快適な

暮らしを送るための工夫も行っています。 

21 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

ホームの建物は 2007 年築で、15 年以上経過した

現在も、明るく清潔な環境を保っています。設計

段階から職員が関わり、様々な心身機能への対応

を想定したバリアフリーの環境で、玄関や廊下・

リビング・浴室・トイレ等も十分な広さを確保し

ています。居室はエアコンのほか大型収納が設置

された約 7.5 畳の洋室で、内側から施錠も可能と

なっています。 

毎日職員がホーム内を清掃し、年 1 回定期

的にワックスクリーニングも実施していま

す。また、2024年度は防災対策として調理

機器の IH化も行っています。 

物音に対する過敏さなど、配慮を要する利

用者に対し、定員 6 名のうち空室を 1 室用

意して直接生活音が伝わりにくい環境を確

保する等、利用者の障害特性に配慮し、安

定した生活を送る環境整備の工夫も行って

います。 

22 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

医師や理学療法士、作業療法士等の指示や助言に

基づく専門的な訓練は行っていませんが、日常の

生活場面を通じて筋力強化や生活スキルの向上

など、障害特性や加齢等の個別課題に応じた機

能・生活訓練を行っています。 

機能訓練・生活訓練に関する計画は策定していま

せんが、ホームの引継ぎノートに具体的な内容や

手順等を記載して、職員間で情報を共有していま

す。 

加齢に伴う機能低下のある利用者に対し、

職員が付き添い歩行練習を行うほか、座位

の姿勢での足上げや、ゴムボールを用いた

握力強化などの機能訓練を行っています。

また、食後の片付けや洗濯物たたみ等のほ

か、公共施設や交通機関の利用に付き添う

など、生活技能を高めるための訓練も行っ

ています。なお、 

訓練目的や内容を個別支援計画に明示する

とともに、今後想定される利用者の高齢化・

重度化を踏まえ、専門的視点を取り入れ支

援に活かす仕組みづくりが期待されます。 

23 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

バイタルチェックや排泄確認を日常的に行うと

ともに、年 1回健康診断を実施して利用者の健康

状態の把握に努めています。体調不良等で受診が

必要な場合は職員が同伴し、適切な治療が受けら

れるよう支援しています。 

利用者の半数程が服薬治療中で、常勤のホーム担

当職員を中心に服薬の管理・支援を行っていま

現在、医療的ケアが必要な利用者は在籍し

ていないほか、医療専門職以外の一般職員

は医療的ケアを行わない方針としていま

す。なお、尿道カテーテル留置等、医療的対

応が必要な利用者に対し、法人系列施設の

看護師の指導に基づき支援を実施した事例

があります。 

ホームとして、障害特性の理解とともに、

9



す。配薬・与薬・服用後とそれぞれ異なる職員が

関わり、相互にチェックすることで、確実な服用

と誤薬を防止する体制を構築しています。 

医療的対応に関する知識・技術習得に向け

た職員研修の開催など、学習機会の確保が

必要と捉えています。 
 

24 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

利用者の自立と社会参加に鑑み、地域の商店や公

共施設、体操教室等の利用を推奨しています。可

能なケースは自由に外出を認めているほか、散歩

や外食、イベント参加など、利用者の要望に応じ

て職員が付き添い、外出する機会を設けていま

す。 

また、利用者の希望に沿って法人外の障害福祉サ

ービスの利用も積極的に承認しています。 

 

コロナ禍以降、地域行事の多くが休止とな

り、地域との交流や活動参加の機会が減少

しています。また、職員の人手不足や高齢

化、ヘルパー事業所の減少に伴う移動支援

サービスの縮小化等を踏まえ、ホームとし

て利用者の余暇活動の機会提供は不十分と

捉えています。利用者からも、活動頻度の

増加を望む声が聞かれています。 

 

 

 

 

  

 
第三者評価を受審してホームが認識した取組状況 
（努力・工夫していること、課題と考えていること） 

評価機関からのコメント 

25 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

施設入所から入居に至った利用者が多く、各々の

意向に沿って現在の生活を維持・継続できるよ

う、個別の状況に応じた支援を行っています。 

単身生活など、さらなる地域生活への移行を希望

する利用者に対しては、生活能力を高めるための

支援と同時に、地域の関係機関と連携して課題を

共有し、地域生活を支える基盤整備を行うことと

しています。 

 

法人内外の関係施設から重度の利用者を積

極的に受け入れ、これまでに単身生活等の

地域移行を図った事例はありませんが、法

人系列の他ホームの実践事例を共有しなが

ら、組織全体で移行支援に取り組んでいま

す。今後さらなる地域移行の実践に向け、

地域生活に関する情報提供をはじめ、地域

との交流や地域生活の見学・体験機会を増

やす等、新たな取り組みが期待されます。 

 

26 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

家族支援のあり方として「地域社会や保護者と一

層の支援体制の構築を図る」ことを法人の行動指

針に掲げ、家族等との交流促進に努めています。

担当の常勤職員を配置し、定期・随時で個別に状

況報告を行うとともに、SNS を通じて日々の利用

者の様子を発信しています。また、月ごとに費用

の明細書も送付しています。 

 

 

家族等との交流は、利用者の意向に基づき、

なるべく多くの交流機会を保てるよう、ま

た、各々の家庭事情等を踏まえ、相互の良

好な関係性の維持にも配慮しています。一

方、利用者からはコロナ禍により減少した

面会の機会を増やしたい等、家族等とのさ

らなる交流を望む意見も聞かれています。 
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利用者調査結果 

事業所名： グループホーム慧

利用者調査概要 利用者調査総合結果 

利用者総数：  ５ 名 

アンケート調査対象：  ５ 名 

ヒアリング調査対象：  ４ 名 

入居者 5 名に対して全員にアンケート調

査を実施しましたが、自分で解答した 2

名、職員に手伝ってもらった 2 名 その

他 1名でした。 

ヒアリング対象 4 名のうち 1 名はコミュ

ニケーションがとりにくく、ことばでの

回答が得られませんでした。 

アンケートからは、職員やスタッフが丁寧に接しトラ

ブルにも対応してくれて、大切にされていると利用者は

感じているという回答が多く見られました。グループホ

ームの生活に「不満や困っていることなどはない」と回

答している一方、自由に外出するなどはできていないと

感じている人や、お金の管理などがわからないと回答し

ている人がいます。 

ヒアリングでは、職員は優しく接してくれる、食事が

美味しい、お風呂も大きくて、一人ずつ入れることが快

適だと答えていました。一人で外出ができる人は近くの

コンビニや図書館などに行ったり、散歩をしたりしてい

ます。コロナ禍前は、職員と買いものに行ったり、ディ

ズニーランドに行ったりしていたので、今後、また一緒

に出かけられるといいと話していました。困ったことが

ある時は、ホームのスタッフが相談にのってくれる他、

通所先の職員などにも相談できています。 
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